
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
「
梵
鐘
拓
本
」

資
料
と
紀
年
名
の
記
載
形
式
に
つ
い
て

◇
 

本
学
考
古
学
等
資
料
の
中
に
日
本
•
朝
鮮
・
中
国
の
金
石
文
拓

本
一
千
八
百
余
点
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
梵
鐘
類
」
の
拓
本
二
百

余
点
の
目
録
を
上
げ
、
若
千
調
査
し
た
こ
と
を
記
し
て
み
た
い
。

梵
鐘
の
研
究
は
『
日
本
の
梵
鐘
』
（
昭
和
四
十
五
年
角
川
書
店
）
、

『
日
本
古
鐘
銘
集
成
』
（
昭
和
四
十
七
年
角
川
書
店
）
、
『
侠
亡
鐘
銘

図
鑑
』
（
昭
和
五
十
一
年
ビ
ジ
ネ
ス
教
育
出
版
社
）
を
刊
行
さ
れ

た
坪
井
良
平
氏
の
多
年
の
業
績
を
も
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
銀
が
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
も
慶
長
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
元
和
以
降
は
今

後
の
研
究
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
梵
鐘
の
歴
史
的
研

究
、
一
般
論
等
は
過
去
に
多
く
の
先
人
達
に
よ
り
研
究
発
表
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
「
梵
鐘
に
お
け
る
紀
年

銘
の
記
載
形
式
」
に
つ
い
て
略
述
し
て
み
た
い
。

梵
鐘
に
は
、
鋳
造
発
願
の
趣
旨
、
寺
院
の
来
歴
、
時
代
、
願
主

檀
那
、
鋳
工
な
ど
鋳
造
の
由
来
と
功
徳
を
述
べ
た
銘
文
が
表
現
さ

れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
表
現
方
法
に
は
陽
鋳
、
陰
刻
、
陽

起
の
三
種
が
あ
り
、
原
銘
、
追
銘
、
旧
銘
、
後
銘
と
四
時
期
に
区

分
さ
れ
る
。
そ
し
て
銘
文
の
形
式
と
し
て
一
ー
一
種
類
あ
り
、
「
序
」

と
「
銘
」
の
二
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
も
っ
と
も
完
備
し
た
形
式

の
も
の
、
「
序
」
と
「
銘
」
の
区
別
な
く
、
紀
年
、
寺
名
、
願
主
、

檀
那
、
鋳
工
な
ど
一
連
に
記
し
て
銘
辞
の
あ
る
も
の
、
簡
単
な
紀

年
、
寺
社
名
、
願
主
等
を
記
す
ほ
か
に
一
切
の
銘
辞
を
持
た
ぬ
も

の
と
に
区
別
さ
れ
る
。

以
上
銘
文
の
形
式
で
あ
る
が
、
次
に
記
載
形
式
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
こ
の
紀
年
銘
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
は
、
石
田
茂
作

氏
が
考
古
学
雑
誌
第
二
十
巻
第
七
号
（
昭
和
五
年
）
に
「
造
像
銘

記
」
を
主
材
に
し
た
、
紀
年
銘
の
記
載
形
式
に
就
い
て
発
表
さ
れ

て
以
来
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
本
学
梵
鐘
資

角

田

芳

昭
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料
も
こ
の
記
載
形
式
を
参
考
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

◇
 

先
ず
年
次
の
記
載
形
式
を
大
別
し
て
み
る
と
次
の
六
種
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
年
号
年
次
な
く
、
た
だ
干
支
の
み
の
も
の

二
、
干
支
な
く
年
号
年
次
の
み
に
よ
る
も
の

三
、
年
号
年
次
干
支
を
具
備
す
る
も
の
、
そ
の
日

四
、
年
号
年
次
干
支
を
具
備
す
る
も
の
、
そ
の
け

五
、
年
号
年
次
の
下
に
千
か
支
の
い
づ
れ
か
を
つ
け
た
も
の

六
、
年
号
と
干
支
の
み
を
記
し
、
年
次
を
あ
ら
わ
す
数
字
を
欠
く

も
の

以
上
の
六
種
に
そ
れ
ぞ
れ
内
訳
が
つ
き
そ
の
数
十
八
形
式
で
あ

ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
の
用
例
の
も
の
と
し
て
は
、
古
来
よ
り
有
名
な
京
都
「
妙
心

寺
」
鐘
が
あ
る
。
銘
文
は
鐘
の
内
面
に
下
端
か
ら
約
一
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
戊
戌
年
四
月
十
三
日
壬
寅
収
糟
屋
評
造
春

米
連
広
国
鋳
鍾
の
文
字
二
十
二
字
を
陽
鋳
し
て
い
る
。
戊
戌
年
は

文
武
天
皇
の
二
年
（
六
九
八
）
に
当
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
梵
鐘

に
お
い
て
は
わ
が
国
最
古
の
紀
年
銘
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

糟
屋
評
造
、
春
米
連
広
国
が
発
願
者
の
名
と
も
鋳
物
師
の
名
と
も

い
わ
れ
、
続
い
て
今
後
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
他
に
干
支
の
上

に
歳
次
、
歳
在
を
記
し
て
い
る
例
も
あ
り
一
二
形
式
と
な
る
。

二
の
用
例
に
属
す
る
も
の
と
し
て
ほ
、
年
号
制
定
後
に
お
け
る

紀
年
記
載
の
最
も
簡
単
な
形
式
で
あ
り
、
現
今
最
も
普
通
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
年
号
の
下
に
数
字
的
の
年
次
を
書
き
続
け

た
も
の
で
あ
る
。
福
井
県
織
田
神
社
「
神
護
景
雲
四
年
」
の
銘
が

こ
の
例
で
あ
る
。
他
に
年
号
の
下
に
第
の
字
を
加
え
て
い
る
場
合

が
あ
り
二
形
式
を
数
え
る
。

三
の
用
例
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
年
次
の
記
載
と
し
て
も
っ

と
も
詳
細
な
も
の
で
あ
り
「
歳
次
「
歳
在
」
「
歳
舎
」
「
大
歳
」
「
龍

集
」
等
の
字
句
の
使
い
方
に
よ
っ
て
数
通
り
分
け
ら
れ
る
。
奈
良

興
福
寺
「
神
亀
四
年
歳
次
丁
卯
…
…
」
銘
は
梵
鐘
銘
歳
次
の
最
古

の
用
例
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
こ
の
例
多
く
、
鎌
倉
時
代
頃
ま
で

こ
の
形
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
「
歳
在
」
は
奈
良
時
代
で
も
少

な
く
、
中
世
以
降
で
は
極
く
少
な
い
。
大
分
県
安
住
寺
の
「
文
和

二
年
歳
在
癸
已
五
月
十
八
日
」
が
鐘
銘
で
は
最
古
と
思
わ
れ
る
。

「
歳
舎
」
は
戦
国
時
代
以
降
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
岐
阜
県
光
得

寺
「
天
正
歳
舎
胡
～
仲
春
」
銘
の
例
が
あ
る
。
「
大
歳
」
又
は
「
大

オ
」
と
記
し
て
お
り
室
町
時
代
以
降
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い

な
い
。
埼
玉
県
川
越
養
寿
院
鐘
「
文
応
元
年
駄
鴎
…
…
」
が
こ
の

例
で
あ
る
。
歳
次
、
次
在
、
歳
舎
、
大
歳
等
と
か
く
と
こ
ろ
に
龍

集
の
文
字
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
愛
知
県
一
宮
市
天
祥
庵

「
享
徳
二
稔
龍
集
癸
酉
…
…
」
鐘
銘
は
最
古
と
思
わ
れ
る
。

四
の
用
例
に
属
す
る
も
の
と
し
て
ほ
歳
次
、
歳
在
、
歳
舎
、
大

歳
、
龍
集
等
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
な
く
年
号
年
次
の
下
に
直
ち

に
干
支
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
文
字
の
配
列
に
よ
っ
て
五
種
に

分
け
ら
れ
る
。

①
島
格
県
鰐
淵
寺
の
「
寿
永
二
年
癸
卯
…
…
」
銘
で
は
年
号
年
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次
干
支
と
を
同
じ
よ
う
に
書
き
下
し
た
も
の
で
、
平
安
鎌
倉
時
代

に
も
広
く
こ
の
形
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

庚

②
奈
良
県
吉
野
郡
廃
世
尊
寺
「
永
暦
元
年
更
…
…
」
銘
の
よ
う

に
干
支
を
横
に
細
字
で
分
書
し
た
と
こ
ろ
が
前
者
と
異
な
る
。
こ

の
形
式
は
奈
良
時
代
に
は
少
な
く
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
最
も
多
く

普
通
の
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

③
愛
知
県
一
宮
市
妙
興
寺
「
永
和
第
二
丙
辰
」
銘
の
よ
う
に
干

支
を
細
字
で
年
号
の
右
下
に
書
い
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
の

も
の
に
限
り
、
こ
の
紀
年
銘
は
ご
く
少
な
い
。

④
愛
知
県
岡
崎
市
法
蔵
教
寺
「
皆
慶
長
十
七
ョ
f
暦
」
銘
の
よ
う

に
干
支
が
細
字
で
し
か
も
斜
め
に
分
書
し
て
い
る
。
こ
の
用
例
は

鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
多
く
そ
の
後
少
な
く
な
り
江

戸
時
代
に
又
多
く
の
用
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

⑤
こ
れ
ま
で
の
も
の
は
干
支
を
年
の
下
に
記
載
し
て
い
る
が
、

そ
う
で
な
く
年
の
上
、
数
字
と
の
間
に
干
支
を
入
れ
た
も
の
が
あ

る
。
愛
知
県
法
蔵
寺
「
明
応
七
リ
年
霜
月
十
七
日
」
の
銘
で
、
室

二
芙

午

町
時
代
に
こ
の
書
式
が
多
い
。
又
岐
阜
県
星
輪
寺
「
明
徳
二
酉
年

三
月
十
二
日
」
銘
の
よ
う
に
干
支
の
字
配
り
に
は
分
書
と
そ
う
で

な
い
も
の
と
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
用
例
も
あ
る
こ
と
を
記
し

て
お
く
。

五
の
用
例
の
も
の
と
し
て
は
『
三
河
国
宝
飯
地
方
金
石
文
集
』

三
河
蒲
郡
町
天
桂
禅
院
「
承
元
巳
三
月
」
(
―
二

0
九
年
）
（
侠
亡

鐘
）
銘
の
よ
う
に
年
号
年
次
に
支
の
み
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

本
学
鐘
銘
拓
本
に
は
例
が
な
い
。
又
年
号
年
次
に
干
の
み
を
つ
け

た
も
の
の
用
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
飛
州
志
』
喚
鐘
飛
騨
高
山
宗
猷
禅
寺
「
文
明
十
一
年
己
家
六

月
吉
日
」
（
一
四
七
九
）
（
侠
亡
鐘
）
こ
れ
ら
の
用
例
は
非
常
に
少

な
い
が
、
足
利
時
代
に
良
く
使
わ
れ
て
い
る
。

六
の
用
例
の
も
の
と
し
て
は
大
阪
府
柏
原
市
光
得
寺
「
干
時
寛

喜
巳
丑
」
銘
、
新
潟
県
加
賀
田
氏
蔵
「
康
永
癸
未
五
月
」
銘
、
山

梨
県
栖
雲
寺
「
延
文
己
亥
季
冬
廿
日
」
銘
、
京
都
府
本
国
寺
「
文

禄
癸
巳
九
月
吉
辰
」
銘
等
で
あ
り
、
こ
の
用
例
は
各
時
代
に
わ
た

り
割
合
と
多
い
。

以
上
年
次
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
十
八
形
式
を
考
え
て
み
た

が
、
こ
の
他
に
次
の
よ
う
な
銘
記
も
あ
る
。
「
年
」
の
文
字
の
代

り
に
季
、
雷
、
香
、
稔
、
天
、
暦
、
歳
、
載
、
祀
等
の
異
字
を
使

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
又
千
支
の
記
載
に
あ
た
っ
て
、
特
に
そ

の
異
名
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
大
阪
町
中
鐘
「
寛
永
十
一

闊
逢
闊
茂
季
秋
吉
日
」
銘
は
闊
逢
が
甲
、
闇
茂
が
戌
で
あ
る
。
又

京
都
高
台
寺
「
皆
慶
長
十
一
年
柔
兆
敦
詳
小
春
配
鄭
」
銘
は
柔
兆

が
丙
、
敦
詳
が
午
で
あ
る
。

年
号
の
中
で
私
年
号
を
使
っ
て
い
る
こ
と
も
と
き
に
あ
り
板
碑

等
に
多
く
梵
鐘
に
は
見
い
出
さ
な
い
。
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に

地
方
的
に
存
し
た
も
の
で
、
泰
平
(
-
―
七
二
）
、
和
勝
（
一
―

九

0
)、
迎
雲
(
-
―
九
九
）
、
白
禄
（
―
-
―
-
三
六
）
、
白
鹿
（
一

三
四
一
）
、
大
道
（
南
北
朝
）
、
天
靖
（
一
四
四
一
―
-
)
、
福
徳
（
一

四
九

0
)、
弥
勒
（
一
五

0
六
）
、
命
禄
(
-
五

0
六
）
、
永
喜
（
一

五
二
六
）
、
宝
寿
（
不
明
）
等
が
見
ら
れ
る
。
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次
に
月
次
の
記
載
形
式
を
考
察
す
る
と
、
正
月
、
二
月
、
三
月

四
月
と
記
載
す
る
も
の
が
最
も
普
通
で
あ
り
古
来
よ
り
九
割
ま
で

は
こ
の
形
式
で
あ
る
が
、
詩
的
名
称
と
も
い
え
る
月
の
呼
称
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

高
松
市
法
泉
寺
「
元
徳
二

r午
青
陽
銘
は
孟
陽
、
正
陽
な
ど
と

同
様
、
青
陽
は
正
月
の
異
名
で
あ
る
。
鎌
倉
円
覚
寺
「
応
永
丁
丑

仲
春
日
」
銘
ほ
仲
陽
、
甜
春
な
ど
と
同
様
仲
春
は
二
月
の
異
名
で

あ
る
。

癸

山
口
県
正
法
寺
「
正
平
十
八
年
川
泊
洗
初
八
日
」
（
本
学
資
料

で
は
な
い
）
鐘
銘
は
弥
生
、
墓
陽
な
ど
と
同
じ
油
洗
は
三
月
の
異

名
で
あ
る
。

庚

愛
知
県
蒲
郡
市
勝
善
寺
「
寛
喜
二
年
オ
卯
月
三
日
」
銘
は
四
月

の
異
名
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
卯
月
の
文
字
は
他
の

月
の
異
名
よ
り
最
も
多
い
。
南
北
朝
以
降
室
町
、
桃
山
時
代
に
も

多
く
の
用
例
が
み
ら
れ
る
。

大
阪
市
大
蓮
寺
「
干
時
寛
永
十
九
珀
年
初
夏
二
十
五
日
」
銘
も

初
夏
首
夏
、
孟
夏
始
夏
維
夏
等
と
同
様
四
月
の
異
名
で
あ

る。
『
越
後
の
古
鐘
』
に
越
後
浄
応
禅
寺
「
明
應
第
参
胆
仲
夏
下
滸

吉
日
」
銘
文
中
、
仲
夏
は
皐
月
、
梅
月
、
梅
夏
と
と
も
に
五
月
の

異
名
で
あ
る
。

大
阪
市
難
波
別
院
「
文
禄
五
呻
暦
林
鐘
下
旬
第
四
日
」
銘
は
仲

呂
と
同
じ
く
十
二
律
の
一
つ
で
林
鐘
は
六
月
の
異
名
と
し
て
用
い

◇
 

次
に
日
次
の
記
載
形
式
を
分
類
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の

ら
れ
て
い
る
。

京
都
市
引
接
山
寺
「
康
暦
元
年
芦
孟
秋
四
六
之
天
」
銘
は
桐
秋
、

蘭
秋
、
初
秋
、
新
秋
な
ど
孟
秋
は
七
月
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。

大
阪
市
本
覚
寺
「
正
保
第
二
N酉
暦
仲
秋
中
旬
八
」
銘
は
葉
月
、

桂
月
、
秋
風
月
、
秋
半
、
季
秋
等
と
と
も
に
仲
秋
は
八
月
の
異
名

で
あ
る
。

滋
賀
県
来
迎
寺
「
元
亀
一
―
―
芦
年
菊
月
吉
日
」
銘
は
長
月
、
玄
月
、

祝
月
、
寝
覚
月
等
と
と
も
に
菊
月
は
九
月
の
異
名
で
あ
る
。

寝
屋
川
市
本
尊
寺
「
皆
寛
永
十
四
ー
丑
応
鐘
中
旬
」
銘
、
京
都
市

高
台
寺
「
皆
慶
長
十
一
年
柔
兆
敦
詳
小
春
…
・
:
」
銘
等
、
応
鐘
、

小
春
は
神
無
月
、
神
去
月
、
初
霜
月
な
ど
と
と
も
に
十
月
の
異
名

で
あ
る
。

山
梨
県
広
厳
院
「
嘉
暦
二
季
黄
鐘
廿
七
日
」
銘
、
愛
知
県
岡
崎

市
法
蔵
寺
「
明
応
七
望
年
霜
月
十
七
日
」
銘
等
は
神
帰
月
、
仲
冬

な
ど
と
と
も
に
黄
鐘
、
霜
月
は
十
一
月
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。

山
梨
県
栖
雲
寺
「
延
文
己
亥
季
冬
廿
日
」
銘
、
大
阪
市
願
生
寺

「
皆
貞
享
二

N
歳
大
呂
陽
日
」
銘
、
等
は
極
月
、
冷
月
、
春
待
月

丑

な
ど
と
と
も
に
季
冬
、
大
呂
は
十
二
月
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
月
の
異
名
が
年
間
を
通
し
て
一
番
多
い
の
が
目
に

つ
く
。
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が
あ
り
約
八
形
式
ぐ
ら
い
に
分
け
ら
れ
る
。

一
、
数
字
的
に
日
次
を
表
わ
し
た
も
の
、
例
え
ば
四
月
十
三
日

と
か
、
十
二
月
十
一
日
と
か
の
よ
う
に
数
字
的
に
あ
ら
わ
し
た
も

の
で
、
古
来
よ
り
現
代
に
い
た
る
ま
で
銘
記
中
最
も
多
い
も
の
で

あ
る
。二

、
数
字
的
日
次
と
干
支
と
を
兼
ね
合
わ
せ
た
も
の
、
「
十
三

日
壬
寅
」
（
妙
心
寺
鐘
）
は
数
字
的
に
何
日
と
あ
る
次
に
干
支
の

み
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
平
安
初
期
に
も
少
し
の
用
例
が
あ丙辰

り
、
室
町
時
代
以
降
に
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
。
「
建
久
七
年

甲

十
一
月
十
九
日

F
」
（
佐
賀
健
福
寺
）
は
日
次
の
下
に
干
支
を
細

字
で
分
書
し
た
も
の
で
、
こ
の
例
は
平
安
中
期
に
多
い
。

三
、
唯
干
支
の
み
で
日
次
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
、
日
本
書
紀
、

続
日
本
紀
の
記
載
は
い
づ
れ
も
こ
の
形
式
で
あ
る
が
、
銘
記
に
残

る
実
例
は
少
な
く
、
「
天
文
三
年
正
月
庚
甲
之
日
初
刻
」
（
足
利
学

校
孔
子
像
）
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

四
、
日
次
を
そ
の
異
名
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
、
朔
日
、

望
日
、
晦
日
、
初
日
、
生
何
日
、
結
制
日
、
解
制
日
、
彼
岸
、
時

正
等
の
銘
記
が
あ
る
。
「
皆
永
仁
六
年
如
孟
春
望
日
」
（
横
浜
市

東
漸
寺
）
と
あ
り
、
「
正
安
参
年
封
八
月
初
七
日
」
（
鎌
倉
円
覚

庚

寺
）
「
暦
応
三
年
＿
＿
叉
四
月
初
八
日
」
（
東
京
真
福
寺
）
と
あ
る
。

「
壬
申
元
徳
二
年
結
制
後
十
一
日
」
（
静
岡
県
本
立
寺
）
、
「
大
歳

壬
申
正
慶
元
年
解
制
前
一
日
」
（
伊
宮
東
明
寺
）
（
本
資
料
室
に
は

な
い
）
と
あ
り
、
結
制
は
禅
宗
用
語
で
安
居
を
結
ぶ
こ
と
、
解
制

は
そ
れ
を
解
く
こ
と
で
あ
る
。
安
居
は
禅
家
に
あ
っ
て
は
四
月
十

五
日
に
結
び
、
七
月
十
四
日
に
解
く
の
を
例
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
結
制
後
十
一
日
は
四
月
二
十
五
日
、
解
制
前
一
日
は
七
月
十
―
―
―

日
に
あ
た
る
。

五
、
十
日
宛
を
一
括
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
日
次
を
あ
ら
わ
す
も

の
、
十
日
宛
を
一
括
す
る
言
葉
と
し
て
は
旬
、
溜
、
浣
の
―
―
一
種
が

例
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
、
中
、
下
に
分
け
熟
字
と
し
て

第
十
日
ま
で
、
第
二
十
日
ま
で
、
第
一
＿
一
十
日
ま
で
を
い
う
。
「
文
禄

五
呻
暦
林
鐘
下
旬
第
四
日
」
（
大
阪
市
難
波
別
院
）
）
「
永
和
丁
巳

三
月
下
潜
」
（
山
梨
永
昌
院
）
、
「
皆
慶
長
十
一
年
柔
兆
敦
詳
小
春

麟
」
（
京
都
高
台
寺
）
等
の
例
が
あ
る
。

六
、
吉
祥
的
の
文
字
に
よ
っ
て
日
次
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
、
銘

記
中
吉
日
、
吉
辰
、
良
辰
、
吉
祥
日
、
如
意
日
、
如
意
珠
日
等
で

あ
る
。
「
元
亀
―
―
―
的
年
菊
月
吉
日
」
（
大
津
来
迎
寺
）
、
「
文
禄
癸

巳
九
月
吉
辰
（
京
都
本
国
寺
）
、
「
岩
慶
長
十
一
年
・
・
・
・
・
・
蝕
麟
」
（
京

都
高
台
寺
）
、
「
正
保
第
二
N酉
稔
吉
祥
日
」
（
高
槻
市
神
峯
山
寺
）
、

乙

「
皆
明
応
第
四

p
穏
蛸
月
如
意
珠
日
）
（
豊
橋
市
大
平
寺
）
等
の

g
 

用
例
が
あ
る
。

七
、
日
時
を
指
示
す
る
限
定
詞
を
略
し
た
も
の
、
「
三
月
日
」

と
か
「
十
月
日
」
と
か
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
後
か
ら
記
入
し

よ
う
と
思
っ
て
記
入
を
忘
れ
た
と
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
例
が
多

く
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
始
め
か
ら
の
意
志
で
な
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
用
例
の
最
古
の
も
の
と
し
て
は
広
島
県
大
聖
院
「
治

承
元
季

mn-
―
月
日
」
鐘
銘
（
本
学
資
料
に
は
な
い
）
で
、
続
い
て

「
治
承
二
年
六
月
日
」
（
京
都
宿
院
極
楽
寺
）
（
侠
亡
）
で
あ
る
。
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本
学
資
料
例
と
し
て
は
「
承
元
四
年
庚
午
十
一
月
日
」
（
和
歌

山
金
剛
一
一
一
昧
院
）
の
例
が
あ
り
鎌
倉
時
代
に
こ
の
用
例
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。

八
、
記
載
日
に
関
す
る
説
明
的
の
字
句
を
添
え
た
も
の
、
こ
の

用
例
は
多
く
は
見
当
ら
な
い
が
少
し
あ
る
。
暦
の
中
段
十
二
直
の

一
を
日
次
の
下
に
加
え
る
こ
と
が
銘
記
中
に
見
ら
れ
る
。
十
二
直

と
は
建
（
た
つ
）
、
除
（
の
そ
く
）
、
満
（
み
つ
）
、
平
（
た
い
ら
）
、

定
（
さ
た
ん
）
、
執
（
と
る
）
、
破
（
や
ふ
る
）
、
危
（
あ
や
ふ
）
、

成
（
な
る
）
、
収
（
お
さ
ん
）
、
開
（
ひ
ら
く
）
、
閉
（
と
つ
）
で
、

そ
の
日
の
吉
凶
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
戊
戌
年
四
月
十
一
＿
一
日

壬
寅
収
（
京
都
妙
心
寺
）
等
で
あ
る
。
そ
の
他
七
曜
な
ら
び
に
二

十
八
宿
の
一
っ
を
日
次
の
下
に
加
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

次
に
銘
記
中
に
干
支
や
数
字
に
異
字
を
用
い
て
い
る
場
合
が
多

々
あ
る
。
千
支
に
異
字
を
用
い
た
も
の
で
は
景
、
康
、
芙
、
弓
、

井
等
が
あ
り
、
数
字
に
異
字
を
用
い
た
も
の
に
は
弐
、
参
、
二
、

ニ
・
ニ
、
伍
、
玖
、
拾
等
あ
る
。
又
年
次
の
上
に
皆
、
維
、
維
時
、

時
也
、
子
時
等
の
文
字
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
「
岩
永
仁

六
年
如
孟
春
望
日
」
（
横
浜
東
漸
寺
）
、
「
時
也
延
文
元
年
七
月
五

日
」
（
神
奈
川
清
浄
光
寺
）
、
「
干
時
寛
喜
已
丑
」
（
大
阪
光
得
寺
）

等
の
例
が
あ
る
。

以
上
紀
年
銘
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
年
、
月
、
日
そ
の
他
順
を

お
っ
て
略
述
し
た
が
全
体
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
。
飛
鳥
白
鳳

時
代
の
も
の
に
は
「
戊
戌
年
四
月
十
三
日
壬
寅
収
」
の
例
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
干
支
を
主
体
に
し
て
お
り
、
年
号
の
制
定
の
な
い
時

代
、
あ
る
い
は
年
号
の
制
定
は
あ
っ
て
も
非
秩
序
で
あ
っ
た
時
代

に
お
い
て
は
当
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
神
護
景
雲
四
年
九
月
十
一
日
」
の
よ
う
に
奈
良
時
代
に
入
っ
て

年
号
の
制
定
が
秩
序
正
し
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
干
支
を

除
い
て
い
る
。
し
か
し
干
支
を
記
入
し
て
い
る
も
の
も
多
く
、
古

文
書
類
に
は
数
字
的
記
載
が
多
く
、
金
石
文
等
永
久
性
を
要
す
る

も
の
に
は
干
支
を
合
わ
せ
た
も
の
が
多
い
。
平
安
初
期
に
は
奈
良

時
代
の
形
式
が
多
い
。

平
安
中
期
以
降
に
な
る
と
干
支
を
除
き
数
字
的
記
載
の
み
が
多

く
な
る
が
、
こ
れ
は
泰
乎
の
世
と
な
り
、
年
号
の
制
定
が
秩
序
を

保
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
又
一
方
干
支
と
数

庚

字
を
合
わ
せ
た
形
式
と
し
て
「
永
暦
元
年
九
月
廿
日
」
、
「
長
寛

辰

二
年
頸
虹
七
月
二
日
：
・
…
」
の
ご
と
く
干
支
を
細
字
割
書
き
す
る

形
式
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
が
お
お
い
に
流
行
し
、
鎌
倉
中
期
ま
で

続
い
て
い
る
。
鎌
倉
末
期
は
五
山
文
学
の
影
響
、
絵
画
、
書
道
等

文
学
、
芸
術
の
進
取
的
思
考
に
よ
り
、
伝
統
に
と
ら
わ
れ
ず
諸
々

の
新
し
い
記
載
形
式
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
「
干
時
弘
安
第
七
叶

…
…
」
の
例
で
は
干
時
、
皆
等
の
文
字
を
紀
年
の
上
に
冠
せ
た
り
、

弘
安
七
年
と
す
る
と
こ
ろ
を
更
に
第
の
字
を
加
え
弘
安
第
七
と
し

た
り
、
「
壬
申
元
徳
二
年
結
制
後
十
一
日
」
の
例
で
は
、
正
月
、

二
日
等
数
字
的
月
名
以
外
に
結
制
後
の
よ
う
な
異
名
を
用
い
た

り
、
数
字
の
四
の
か
わ
り
に
ニ
・
ニ
ニ
等
の
異
字
を
用
い
て
い

る
。
「
嘉
暦
二
季
黄
鐘
廿
七
日
」
の
よ
う
に
年
の
代
り
に
「
季
」

と
書
き
、
十
一
月
の
異
名
と
し
て
「
黄
鐘
」
と
書
く
な
ど
単
調
を
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複
雑
に
し
て
五
山
禅
僧
達
の
文
字
を
弄
ぶ
か
と
も
見
ら
れ
る
も
の

が
あ
る
。
反
面
、
寅
を
弓
と
略
し
、
十
一
月
日
の
よ
う
に
省
略
さ

れ
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。

次
い
で
南
北
朝
、
室
町
時
代
の
銘
記
は
大
体
に
お
い
て
鎌
倉
時

代
の
踏
襲
で
あ
る
が
、
千
支
が
再
び
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
政

治
的
混
乱
に
不
安
を
感
じ
た
時
代
相
の
反
映
だ
ろ
う
か
。
又
室
町

末
期
に
福
徳
、
弥
勒
、
命
禄
、
永
喜
な
ど
の
私
年
号
が
現
わ
れ
た

の
も
足
利
幕
府
の
統
率
力
の
弱
さ
が
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
初
期
寛
永
時
代
に
な
る
と
天
下
泰
平
の
世
と
朱
子
学
を

初
め
と
す
る
国
学
の
勃
興
に
よ
り
、
異
名
、
異
称
、
異
体
文
字
等

が
再
び
多
く
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
寛
永
十
一
闘
逢
闇
茂

季
秋
吉
日
」
、
天
和
二
年
龍
輯
壬
戌
春
二
月
消
良
」
、
「
元
禄
五
誤

龍
舎
壬
申
秋
九
月
令
日
」
な
ど
の
例
で
あ
る
。

以
上
記
載
形
式
に
つ
い
て
述
べ
た
が
「
梵
鐘
」
に
関
し
て
の
名

称
と
か
異
称
と
い
わ
れ
る
も
の
が
存
し
て
い
る
。
「
鐘
」
の
文
字

を
用
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
梵
鐘
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
又
「
鍾
」
の
文
字
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
中
国
、
朝
鮮
に
多
く
こ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
奈
良
、
平
安
時
代

に
も
多
い
。
こ
れ
ら
鐘
、
鍾
に
当
時
の
学
問
的
仏
教
の
影
響
を
受

け
て
単
な
る
一
字
に
は
満
足
せ
ず
種
々
な
形
容
の
一
字
を
加
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
推
鐘
、
槌
鐘
、
撞
鐘
、
鳴
鐘
、
洪
鐘
、
等
で
あ

り
大
型
仏
器
ゆ
え
巨
鐘
、
大
鐘
、
巨
鋪
、
洪
鍾
、
梵
鐘
な
ど
が
あ

り
、
経
典
、
仏
具
よ
り
派
生
し
た
と
見
ら
れ
る
健
稚
、
乾
椎
な
ど

も
出
て
く
る
。
時
刻
の
役
目
も
し
た
の
で
時
鐘
、
報
鐘
等
も
例
が

あ
る
。
又
小
型
の
釣
鐘
の
銘
に
小
鐘
、
半
鐘
、
範
鐘
、
飯
鐘
、
喚

鐘
な
ど
の
例
を
見
る
。
こ
れ
ら
を
学
術
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
が

丸
山
瓦
全
氏
で
「
梵
鐘
の
異
称
一
覧
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
一
―
―
―
―
―

巻
第
一

0
号
）
と
し
て
昭
和
十
九
年
発
表
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ

り
、
次
い
で
諸
々
の
研
究
者
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
の
ま

と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
久
保
常
晴
氏
の
「
梵
鐘
名
称
考
」
（
仏
教

考
古
学
研
究
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

次
に
目
録
に
梵
鐘
鋳
物
師
一
覧
を
掲
げ
て
お
い
た
が
、
こ
れ
ら

の
研
究
に
は
前
記
「
日
本
の
梵
鐘
」
「
金
工
史
談
」
（
香
取
秀
真
）

「
日
本
鋳
工
史
稿
」
（
香
取
秀
真
）
に
研
究
業
績
が
発
表
さ
れ
て

い
る
の
で
参
考
と
さ
れ
た
い
。
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